
      「特設無料人権相談所」を開設        
 
開 設 日 時 ／ ８ 月 ２ ３ 日 （ 水 ） 午 前 １ ０ 時 ～ 午 後 ３ 時  

会   場 ／ 笠 間 市 母 子 寡 婦 福 祉 セ ン タ ー 「 虹 の 家 」   ◇ 相 談 無 料  

相 談 内 容 ／ ☆ い じ め ・ 体 罰 、 地 域 ・ 女 性 ・ 外 国 人 な ど の 差 別 問 題  

     ☆ 家 庭 内 （ 夫 婦 ・ 親 子 ・ 相 続 な ど ） の 問 題  

     ☆ 金 銭 貸 借 、 借 地 借 家 、 近 隣 の も め ご と  な ど  

相 談 員／ 人 権 擁 護 委 員 ・ 法 務 局 職 員   ※ 秘 密 厳 守  

問 合 せ 先 ／ 水戸人権擁護委員協議会 水戸地方法務局 ℡０２９－２２７－９９１９ 

 

      雇 用 促 進 住 宅 の 入 居 者 を 募 集       
 
所 在 地／ 笠 間 市 市 野 谷 １ ５ ４ ３ － ２  

間 取 り／ ３ Ｄ Ｋ （ ６ 畳 ／ ６ 畳 ／ ４ ． ５ 畳 ／ ダ イ ニ ン グ キ ッ チ ン ）  

運 営 開 始 ／ 昭 和 ５ ５ 年 １ ０ 月  

家 賃 等／ ① 家  賃  ２ ５ ， ４ ０ ０ 円 ／ 月 ～  

     ② 共 益 費  ２ ， ７ ５ ０ 円 ／ 月  

     ③ 駐 車 場  有  

入 居 資 格 ／ 入 居 に 際 し て は 、 一 定 の 資 格 が 必 要 と な り ま す の で 、 次 へ お 問  

     合 わ せ く だ さ い 。  

問 合 せ 先 ／ (財 )雇 用 振 興 協 会  東 京 支 所  ℡ ０ ３ － ５ ６ ０ ０ － ９ ０ ３ ８  

 

  あなたの声を大切に「子どもホットライン」  
 

 県 教 育 委 員 会 で は 、 １ ８ 歳 ま で の 皆 さ ん が 、 悩 み や 心 配 ご と に つ い て 気

軽 に 相 談 で き る よ う 、「 子 ど も ホ ッ ト ラ イ ン 」 を 設 置 し て い ま す 。  

日   時 ／ 毎 日  午 前 ９ 時 ～ 深 夜 零 時  ※ 秘 密 厳 守  

相 談 方 法 ／ 電 話 ・ フ ァ ッ ク ス ・ Ｅ メ ー ル に よ る 相 談  

     TEL０２９－２２１－８１８１ 

      FAX０２９－３０２－２１６６ 

     ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： k o d o m o @ e d u . p r e f . i b a r a k i . j p 

 

 ねんりんピック「健康マージャン大会 茨城県代表選考会」のお知らせ  
 
開 催 日／ １ １ 月 １ １ 日 （ 土 ）  

会   場 ／ 龍 ヶ 崎 市 総 合 体 育 館  た つ の こ ア リ ー ナ  

参 加 資 格 ／ 県 内 在 住 で 、 昭 和 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 以 前 に 生 ま れ た 人  

問 合 せ 先 ／ 龍 ヶ 崎 市 役 所  介 護 福 祉 課  ℡ ０ ２ ９ ７ － ６ ４ － １ １ １ １  

 

      「マリッジサポーター」を募集       
 
 茨 城 県 ・ い ば ら き 出 会 い サ ポ ー ト セ ン タ ー で は 、 地 域 に お け る 世 話 役 と

し て 、 若 者 の 出 会 い の 相 談 や 仲 介 な ど の 活 動 を 行 う ボ ラ ン テ ィ ア を 「 マ リ

ッ ジ サ ポ ー タ ー 」 と し て 随 時 募 集 し て い ま す 。  

活 動 内 容 ／ ① 地 域 に お け る 若 者 の 出 会 い の 相 談  

     ② 若者対象の交流イベントや、出会いの場作りなどの自主的な企画・実施  

     ③ い ば ら き 出 会 い サ ポ ー ト セン タ ー に 登 録 す る 独 身 男 女 の 紹 介  

応 募 条 件 ／ 県内在住の２０歳以上の人で、いばらき出会いサポートセンター  

     が実施する研修を受講できる人。  

活 動 期 間 ／ 平 成 ２ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  

申 込 方 法 ／ 子 ど も 福 祉 課 に 備 え 付 け の 申 込 書 に 、 所 定 の 事 項 を 記 入 の 上 、 

     フ ァ ッ ク ス 又 は 郵 送 で 次 へ 。  

申 込 み ・ 問 合 せ 先 ／ 〒 ３ １ ０ － ０ ０ １ １  水 戸 市 三 の 丸 １ － ５ － ３ ８   

         い ば ら き 出 会 い サ ポ ー ト セ ン タ ー  

         TEL： ０ ２ ９ － ２ ２ ４ － ８ ８ ８ ８  

         FAX： ０ ２ ９ － ２ ２ ４ － ８ ９ ２ １  

 

         自動車税の納付について          
 
 水 戸 県 税 事 務 所 で は 、納 期 限 を 過 ぎ て も 自 動 車 税 を 納 付 し な い 納 税 者 に 、

督 促 や 催 告 に よ り 自 主 的 な 納 付 を 勧 め て い ま す 。 し か し 、 こ の 催 告 に も 応

じ な い 人 に は 、「 税 の 公 平 」を 守 る た め 、税 法 に 基 づ き 預 金・給 与・自 動 車

等 の 差 し 押 さ え に よ り 徴 収 す る こ と に な り ま す 。  

水 戸 県 税 事 務 所 収 税 第 二 課  ℡ ０ ２ ９ － ２ ２ １ － ６ ７ ６ ８  

 

【回覧】お早めに回してください  次回のお知らせ版は、８月３日発行です。          第３２号  ４／４




